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入 札 説 明 書

この入札説明書は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（以下「研究所」という。）会

計規程、研究所会計細則、文部科学省発注工事請負等契約規則（平成１３年文部科学省訓令。以下

「文部科学省契約規則」という。）、本件調達に係る入札公告のほか、研究所が発注する調達契約に

関し、一般競争に参加しようとする者（以下「競争参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しな

ければならない一般事項を明らかにするものである。

１ 競争入札に付する事項 （別 記）のとおり

２ 入札保証金及び契約保証金 免除

３ 競争参加資格

(１) 研究所会計細則第３１条第１項及び第３２条に規定される次の事項に該当する者は、

競争に参加する資格を有さない。

① 未成年者（婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。）、成年被後見人、被保佐

人又は被補助人並びに破産者で復権を得ない者

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている場合は、これにあたらない。

② 以下の各号のいずれかに該当すると認められるとき、その事実があった後三年を経

過していない者（その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者について

もまた同じ。）

(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をしたとき

(イ) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を

得るために連合したとき

(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき

(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき

(オ) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき

(カ) この項(この号を除く)の規定により一般競争入札に参加できないこととされ

ている者を契約の締結又は、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使

用人として使用したとき

(２) 以下の暴力団排除対象者に該当しない者であること。

① 契約の相手方として不適当な者

(ア) 法人等の（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合にはそ

の者を、法人である場合はその役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結

する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営

に実質的に関与している者をいう。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号。第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であると認められるとき。

(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三

者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい
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ると認められるとき。

(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金などを供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ていると認められるとき。

(エ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。

② 契約の相手方として不適当な行為をする者

(ア) 暴力的な要求行為を行う者

(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(エ) 偽計又は威力を用いて財務課長等の業務を妨害する行為を行う者

(オ) その他前各号に準ずる行為を行う者

(３) 文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）において令和３年度に関東・甲信越地域の

「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされている者であること。

(４) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(５) 公的研究費の不正防止に係る誓約書を提出した者であること。ただし、提出を求める対象

範囲外の者を除く。

４ 落札の方式

(１) 契約担当役等は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方

とする。ただし支払の原因となる契約について、相手方となるべき者の申込価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又

はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく

不適当であると認められるときは予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち最低価格を

もって申込みをした者を契約の相手方とする。

(２) 契約担当役等は、交換契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約につい

ては、同項の規定にかかわらず、価格その他の条件が研究所にとって最も有利なものをも

って申込みをした者を契約の相手方とする。

(３) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算

した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。また、当該金額の１０％に相当する金額を加算したときに１

円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てた後の金額をもって落札価格とする。

５ 入札及び開札

(１) 入札説明会等は、総務部財務課契約係で随時行うものとする。

(２) 競争参加者又はその代理人（以下｢競争参加者等｣という｡）は、別紙仕様書、契約書（案）

及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟覧の上、入札しなければならない。

(３) 競争参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。

(４) 競争参加者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をして

おかなければならない。

(５) 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者は代理委任状を提出しなければならない。

(６) 開札は、競争参加者等を立ち会わせて行う。ただし、競争参加者等が立ち会わない場合は、

入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
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(７) 入札場の入退場の制限

① 入札場には、競争参加者等並びに入札事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」

という。）及び前記(６)の立会職員以外の者は入場することはできない。

② 競争参加者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

③ 競争参加者等は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、

開札場を退場することはできない。

(８) 競争参加者等が、相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行

することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を

延期し、若しくは取りやめる。

(９) 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。

① 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書

② 調達件名及び入札金額のないもの

③ 競争参加者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）及び押

印のない又は判然としないもの

④ 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号

及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又

は判然としないもの（記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名（法

人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）又は代理人であることの表示である

場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く）

⑤ 調達件名に重大な誤りがあるもの

⑥ 入札金額の記載が不明確のもの

⑦ 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの

⑧ 入札公告及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者

の提出したもの

⑨ その他入札に関する条件に違反した入札書

(１０) 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないと

きは、直ちに、再度の入札を行う。

(１１) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にく

じを引かせて落札者を決定する。また、くじを引かない者があるときは、これに代わって入

札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

６ 契約条項

別紙様式の契約書（案）のとおり。

なお、本契約の相手方が中小企業信用保険法（昭和２５年１２月１４日法律第２６４号）第２

条第１項の中小企業である場合には、その者からの申し出により契約書には以下の債権譲渡の特

約条項を追加することができる。

(売掛金債権の譲渡)

受注者は、本契約に基づく売掛金債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関（中小企業

信用保険法（昭和２５年１２月１４日法律第２６４号）第３条第１項に規定する金融機関に限

る。）及び信用保証協会に対し譲渡することができる。

７ その他

(１) 競争参加者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競

争参加者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(２) 入札書及び委任状の様式は別紙のとおり。
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(３) 本件調達に関しての問合せ先

（機 関 名） 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 総務部財務課契約係

（担 当） 田中 信暁

（電 話 番 号） ０４６（８３９）６８４６

（Ｆ Ａ Ｘ） ０４６（８３９）６９１６

（Ｅ－m a i l） a-keiyaku@nise.go.jp
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（別 記）

１．件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単位認

定試験における試験資材輸送業務委託(詳細は別紙仕様書のとおり）

２．契約担当役等 (１) 契約担当役

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

理事長 宍 戸 和 成

(２) 所在地

〒 239-8585 神奈川県横須賀市野比５丁目１番１号

３．入札説明日時及び 令和３年７月５日（月）～令和３年７月２７日（火）

契約条項を示す場所 ９時１５分から１７時１５分（土日祝祭日を除く）

研究管理棟１階 総務部財務課契約係

４．競争参加資格の確認 提出書類 (1) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し
のための提出書類、 (2) 公的研究費の不正防止に係る誓約書（ただし、提
期限及び提出先 出を求める対象範囲外の者及び当研究所とすでに

取引実績のある者を除く。）

(3) 再委託に関する書面（再委託の場合のみ。）
提出期限 令和３年７月２８日（水）１２時００分

提出場所 研究管理棟１階 総務部財務課契約係

５．入札及び開札 令和３年８月４日（水）

研究管理棟２階 第２会議室 １１時００分

６．契 約 期 間 契約締結日から令和４年３月３１日(木)まで

７．そ の 他 (１) 市場調査のため、参考見積書１部を４．の提出にあわせて提出する

こと。なお参考見積書は、可能な限り内訳がわかるよう(員数・単価

等)明記すること。

(２) 落札者は、落札後遅滞なく落札金額の算出根拠資料を提出すること。
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契 約 書(案)

件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単位認定試

験における試験資材輸送業務委託

代 金 額 別紙のとおり

発注者 契約担当役 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 理事長 宍戸 和成

（以下「甲」という）と請負者 （以下「乙」という）との間において、上記

作業（以下「作業」という）について、上記の代金額で次の条項によって契約を結ぶものとする。

ただし、代金額のうち消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条

の８２及び第７２条の８３の規定に基づき代金に１１０分の１０を乗じて得た額である。なお、この契約

締結後、消費税法及び地方税法の改正等により税率に改正があった場合、改正後の税率の適用

日以降における消費税額および地方消費税額は、改正後の税率により計算した額とする。

第１条 乙は別紙仕様書に基づき作業するものとし、甲はその対価として代金を支払うものとする。

第２条 乙は信義に重んじ、誠実に契約を履行すること。

第３条 契約期間は、契約締結日から令和４年３月３１日までとする。

第４条 完了書は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所総務部財務課契約係に送付す

るものとする。

第５条 代金の請求書は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所総務部財務課契約係に

送付するものとする。

第６条 代金は検査確認後、乙の適法なる請求書を受理してから４０日以内に１回で支払うものとす

る。

第７条 契約保証金は免除する。

第８条 乙は、本委託の全部又は主要部分を第三者に再委託することができない。

一部を再委託しようとする場合には、甲の承認を受けるものとする。

２ 乙が前項の再委託をしようとする場合は、次の各号について、あらかじめ文書によ

り甲の担当者の承認を受けなければならない。

(1) 再委託の相手方の商号又は名称及び住所

(2) 再委託を行う業務の範囲

(3) 再委託を行う必要性

(4) 契約金額

３ 乙は、第三者に再委託を行う場合においても、この契約により乙の義務とされてい

る事項につきその責めを免れない。

４ 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、次の各号につ

いて文書により届け出なければならない。
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(1) 当該第三者の商号又は名称及び住所

(2) 委託を行う業務の範囲

５ 乙は、再委託に関する書面の記載事項に変更がある場合は、遅滞なく変更の届け出

を行わなければならない。

第９条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができ

るものとする。

(1) 乙が正当な理由なく、本契約の全部又は一部を履行しないとき。

(2) 本契約の履行について、乙に不正・不当な行為があったとき。

(3) 乙が本契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。

(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役

員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号。第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴

力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると

認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者

に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると

認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金などを供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

していると認められるとき。

エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。

オ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエ

までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

られるとき。

カ 乙が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約

その他の契約の相手方としていた場合（オに該当する場合を除く。）に、甲が

乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

キ 暴力的な要求行為があったとき。

ク 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。

ケ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為があったとき。

コ 偽計又は威力を用いて財務課長等の業務を妨害する行為があったとき。

サ その他前各号に準ずる行為があったとき。

(5) 前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。

(6) 甲の都合により契約の解除の必要があるとき。

(7) 乙がやむを得ない事情により解約を申し立て、甲が認めた場合。

２ 前項の(6)から(7)により契約を解除する場合には、甲は乙に対し契約解除の理
由を記載した書面を解除しようとする 10 日前までに通知し、解除できるものとす
るが、(1)から(5)については、書面をもって通告することによって解除するもの
とする。

３ 本項の規定により契約を解除した場合においては、乙は、実際に生じた損害の

賠償に加え、契約金額の１００分の１０に相当する金額を甲の指定する期間内に

支払わなければならない。

４ 乙が、違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、甲に遅延日数
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につき年５パーセントの割合で計算した額の延滞金を支払うものとする。

第10条 乙は、故意又は過失により、甲の所有する建物・工作物及び物品等の全部若し

くは一部を滅失、毀損したときは直ちに原状に復するか、又はその損害額に相当

する金額を発注者の指定する期日までに支払うものとする。

ただし、天災地変その他やむを得ない不可抗力によると甲が認めた場合は、甲

は上記金額を免除又は減額するものとする。

第11条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の１０分の

１に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭２２年法律第５４号。以下

「独占禁止法」という。）第３条又は第１９条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業

者団体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより公正取引委員会が乙又は乙が構

成員である事業者団体に対して、同法第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６２

条第１項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第１９

条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不

公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売

の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として乙がこれを証明し、その証明を甲が認

めたときは、この限りでない。

(2) 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の

規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律第４５

号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定によ

る刑が確定したとき。

２ 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の１０分の１

に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を違約金として甲が指定する

期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７

条の３第２項又は第３項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第１号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第３号に規

定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになった

とき。

(3) 前項第２号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であること

が明らかになったとき。

３ 乙は、契約の履行を理由として第１項及び第２項の違約金を免れることができない。

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合

において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

５ 乙はこの契約に関して、第１項又は第２項の各号のいずれかに該当することとなった場

合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

第12条 この契約についての必要な細目は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究

所会計規程、会計細則及び同細則で準用する文部科学省発注工事請負等契約規則

によるものとする。

第13条 この契約について、甲・乙間に疑義を生じたときは、双方協議のうえ、これを
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解決するものとする。

第14条 この契約について、甲・乙間に紛争を生じた場合は、双方協議の上これを解決するもの

とする。

第15条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、双方協議の上

これを定めるものとする。

第16条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする地方裁判所とする。

上記契約の成立を証するため、甲と乙は次に記名押印するものとする。

この契約書は２通作成し双方が各１通を所持するものとする。

令和 年 月 日

甲 発注者 神奈川県横須賀市野比５－１－１

契約担当役

独立行政法人

国立特別支援教育総合研究所

理 事 長 宍 戸 和 成

乙 請負者
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別紙

①試験地別発送料・現地費用（往復）
（１箱当たり、税込）

北海道 円也

北東北地方（青森県、秋田県、岩手県） 円也

南東北地方（宮城県、山形県、福島県） 円也

関東地方（東京都、埼玉県、茨城県、千葉県、栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県） 円也

北陸地方（富山県、福井県、石川県） 円也

信越地方（長野県、新潟県） 円也

東海地方（静岡県、愛知県、岐阜県、三重県） 円也

関西地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 円也

中国地方（岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県） 円也

四国地方（徳島県、香川県、高知県、愛媛県） 円也

北九州地方（福岡県、佐賀県、大分県、長崎県） 円也

南九州地方（熊本県、宮崎県、鹿児島県） 円也

沖縄県 円也

（試験1回当たり、税込）

②試験資材の引取及び納品 円也

（試験前の国立特別支援教育総合研究所（以下、「研究所」）での試験資材の引取、試験後の研究所への試験資材の納品　など）
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1 

仕 様 書 

１．件名 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材

輸送業務委託 

２．業務概要 

(1) 往路輸送： 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（以下「研究所」という。）が実施す

る免許法認定通信教育単位認定試験（以下「試験」という。）の問題冊子等試験資材を梱包し

た段ボール箱（以下「輸送物」という。）を研究所において集荷し、指定の日時までに安全か

つ確実に各試験場の試験担当者に届けること。 

(2) 復路輸送： 輸送物を各試験場において指定の日時までに集荷し、研究所の試験担当者に安

全かつ確実に届けること。 

３．実施日及び実施時期 

  (1)１回目：令和３年９月１１日（土） 

  (2)２回目：令和４年２月６日（日） 

なお、(2)の試験実施日は実施３ヶ月前までに研究所から改めて通知する。 

４．輸送元及び輸送先 

(1) 往路輸送 

輸送元 
集荷場所 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 
（神奈川県横須賀市野比５－１－１） 

集荷日時 試験実施日の２営業日以上前の平日 ９時００分～１７時００分 

輸送先 
届け場所 

試験実施１ヶ月前に研究所から通知する全国の試験場 
（令和３年９月試験における予定及び過去１回分の実績は別紙２の
とおり） 

届け日時 試験実施日当日 ９時１０分【厳守】 

(2) 復路輸送 

輸送元 
集荷場所 試験実施１ヶ月前に研究所から通知する全国の試験場 

集荷日時 試験実施日当日１６時２０分【厳守】 

輸送先 

届け場所 
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 
（神奈川県横須賀市野比５－１－１） 

届け日時 
試験実施日翌日から２営業日以内の平日９時００分～１２時００
分 
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2 

５．輸送物の内容、サイズ、想定数量及び想定重量 

(1) 内容： 問題冊子等試験資材 

(2) サイズ： 幅４５㎝程度×奥行３３㎝程度×高さ３０㎝程度 

(3) 想定数量： 各試験場１箱（合計数は別紙１のとおり） 

(4) 想定重量： ８㎏ 

６．輸送方法 

(1) 輸送物に破損、変形、汚損、水濡れ等の損害を与えることのない方法により輸送すること。 

(2) 輸送物を紛失したり、盗難に遭ったり、開梱されたりすることのないよう、厳重な安全管理

を施すこと。 

(3) 往路輸送における届け日時及び復路輸送における集荷日時に遅れることのないよう、厳重な

時間管理を施すこと。 

(4) 輸送物は容器に入れ、任意の番号が記載された結束バンド等で封緘した状態で輸送し、各試

験場及び研究所試験担当者に手渡すこと。当該容器を施錠するバンド等に記載された番号は適

切に管理すること。 

(5) (4)の容器及び封緘用のバンド等は請負者が用意すること。 

 

７．輸送状況の管理 

請負者は、各輸送物の輸送状況を常に把握し、研究所から照会があった場合は、最新の輸送状

況を報告すること。 

８．取り扱う研究所の情報の秘密保持等 

請負者は、本調達において運搬を委託する研究所の情報について、その漏洩及び毀損を防止す

るための十分な安全管理を行うこと。 

９．守秘義務 

請負者は、本委託の履行により知り得た全ての情報を第三者に漏らしてはならない。 

１０．再委託 

(1) 請負者は、本委託の全部又は主要部分を第三者に再委託することができない。 

(2) 請負者は、本委託の一部を再委託する場合には、事前に、再委託する業務、再委託先等を研

究所に書面で提出し、承認を受けること。また、請負者は、守秘義務等に関して、本仕様書で

定める請負者の債務を再委託先事業者も負うよう必要な処置を契約後速やかに実施し、その内

容を研究所に書面で提出し、承認を得ること。なお、第三者に再委託する場合には、その最終

的な責任を請負者が負うこと。 

１１．支払い方法 

業務完了確認後、適法な請求書を受理した日から４０日以内に１回で支払うものとする。 
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3 

１２．契約条項 

研究所が定めた会計規程、会計細則及び同細則で準用する文部科学省発注工事請負等契約規則

によるものとする。 

１３．その他 

(1) 請負者は、本委託の詳細について、研究所の試験担当者と十分な打合せを行い、業務の目的

を達成すること。 

(2) 請負者は、本仕様書の記載事項について疑義がある場合は研究所と事前に協議し、解決する

こと。 

(3) 本仕様書に記載のない事項については、研究所及び請負者間で事前に協議し、解決すること

とする。 

(4) 本委託にかかる費用は、全て契約金額に含むものとする。 
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4 

別紙1 

 

想定数量（2回分計） 

 

試験会場所在地 1箱あたりの重量 個数 

北海道 8kg 2個 

北東北（青森県、秋田県、岩手県） 8kg 6個 

南東北（宮城県、山形県、福島県） 8kg 6個 

関東地方（東京都、埼玉県、茨城県、千葉県、栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県） 8kg 14個 

北陸地方（富山県、福井県、石川県） 8kg 6個 

信越地方（長野県、新潟県） 8kg 4個 

東海地方（静岡県、愛知県、岐阜県、三重県） 8kg 8個 

関西地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 8kg 12個 

中国地方（岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県） 8kg 10個 

四国地方（徳島県、香川県、高知県、愛媛県） 8kg 8個 

北九州地方（福岡県、佐賀県、大分県、長崎県） 8kg 8個 

南九州地方（熊本県、宮崎県、鹿児島県） 8kg 6個 

沖縄県 8kg 2個 

計  92個 

 

※上記想定数量は全都道府県で実施した場合を想定した最大値であり、確定数量ではないので留意す

ること。 

（受験者数により送付先が減少する場合がある） 
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5 

別紙2 

試験場一覧（令和3年9月試験 予定） 

 

№ 都道府県 施設名 所在地 重量 個数 

1 北海道 北海道立道民活動センター 〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 7丁目 8kg 1個 

2 青森県 青森県立図書館 研修室 〒030-0184 青森県青森市荒川藤戸 119-7 8kg 1個 

3 岩手県 岩手県民会館 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 13番 1号 8kg 1個 

4 宮城県 仙都会館 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-2-10  8kg 1個 

5 秋田県 秋田県生涯学習センター 〒010-0955 秋田市山王中島町 1-1 8kg  1個 

6 山形県 あこや会館 〒990-0023 山形県山形市松波 2丁目 8−1 8kg 1個 

7 福島県 福島県立郡山支援学校 〒963-8041福島県郡山市富田町上ノ台１番地 8kg 1個 

8 茨城県 ザ・ヒロサワ・シティ会館分館 〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保 697番地 8kg 1個 

9 栃木県 栃木県立聾学校 〒320-0072 栃木県宇都宮市若草２丁目３番４８号 8kg 1個 

10 群馬県 ベイシア文化ホール 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町 1-10-1 8kg 1個 

11 埼玉県 
埼玉県立特別支援学校さいたま

桜高等学園 
〒338-0824 埼玉県さいたま市桜区上大久保５１９−７ 8kg 1個 

12 千葉県 千葉県教育会館 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央 4-13-10 8kg 1個 

13 東京都 東京文具共和会館 〒111-8611 東京都台東区柳橋１－２－１０ 8kg 1個 

14 新潟県 
コープシティ花園 

「ガレッソホール」 
〒950-0086 新潟市中央区花園 1丁目 2番 2号 8kg 1個 

15 富山県 富山県民会館 〒930-0006 富山県富山市新総曲輪 4番 18号 8kg 1個 

16 石川県 石川県立ろう学校 〒921-8151 石川県金沢市窪６丁目２１８番地 8kg 1個 

17 福井県 福井県特別支援教育センター 〒910-0846 福井市四ツ井 2丁目 8番 1号 8kg 1個 

18 山梨県 防災会館 〒400-8504 山梨県甲府市丸の内一丁目６－１ 8kg 1個 

19 長野県 長野ろう学校 〒380-0803 長野市三輪１丁目４番地９ 8kg 1個 

20 岐阜県 岐阜県立岐阜聾学校 〒500-8488 岐阜県岐阜市加納西丸町１丁目７４ 8kg 1個 

21 静岡県 
静岡県立静岡視覚 

特別支援学校 
〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金６丁目１−５ 8kg 1個 

22 愛知県 名古屋国際会議場 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１−１ 8kg 1個 

23 三重県 三重県立聾学校 〒514-0815 三重県津市藤方 ２３０４－２ 8kg 1個 

24 滋賀県 滋賀県立聾話学校 〒520-3014 滋賀県栗東市川辺６６４ 8kg 1個 

25 京都府 京都府立聾学校 〒616-8092 京都府京都市右京区御室大内４ 8kg 1個 

26 大阪府 大阪府教育センター 〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田４丁目 13-23 8kg 1個 

27 兵庫県 兵庫県学校厚生会館 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目７−３４ 8kg 1個 

28 奈良県 奈良県立教育研究所 分館 〒636-0343 奈良県磯城郡田原本町秦庄２２−１ 8kg 1個 

29 和歌山県 和歌山県民文化会館 〒640-8269 和歌山県和歌山市小松原通１丁目１ 8kg 1個 

30 鳥取県 鳥取県教育センター 〒680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北５丁目２０１ 8kg 1個 

31 島根県 島根県立男女共同参画センター 〒694-0064 島根県大田市大田町大田イ 236-4 8kg 1個 

32 岡山県 
オルガホール（生活協同組合お

かやまコープ） 

〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町１丁目７−７ 

オルガホール 
8kg 1個 

33 山口県 セントコア山口 〒753-0056 山口県山口市湯田温泉３丁目２−７ 8kg 1個 

34 徳島県 徳島県立徳島視覚支援学校 〒770-8063 徳島県徳島市南二軒屋町２丁目４−５５ 8kg 1個 
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35 香川県 香川県庁 〒760-8570 香川県高松市番町４丁目１番１０号 8kg 1個 

36 愛媛県 愛媛県庁（第二別館） 〒790-8570 愛媛県松山市一番町４丁目４−２ 8kg 1個 

37 高知県 高知県立盲学校 〒780-0926 高知県高知市大膳町６−３２ 8kg 1個 

38 福岡県 ＢＭＴ貸会議室 博多駅前 
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目３−１１ 

ＫＤＸ博多南ビル B1F 
8kg 1個 

39 長崎県 長崎県婦人会館 〒850-0015 長崎県長崎市桜馬場１丁目１２−１８ 8kg 1個 

40 熊本県 熊本県立盲学校 〒862-0901 熊本県熊本市東区東町３丁目１４−１ 8kg 1個 

41 大分県 大分県庁舎新館 〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１−１ 8kg 1個 

42 宮崎県 宮崎県庁防災庁舎 〒880-0805 宮崎市橘通東１丁目９番１８号 8kg 1個 

43 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島盲学校 〒891-0117 鹿児島県鹿児島市西谷山１丁目３−３ 8kg 1個 

44 沖縄県 沖縄県立沖縄盲学校 〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城４７３ 8kg 1個 

計 44   352kg 44個 

※やむを得ぬ事情により、同一都道府県内で会場が変更になる場合がある 

※受験者数により送付先が減少する場合がある  
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7 

試験場一覧（令和 2年 12月試験 実績） 

№ 都道府県 施設名 所在地 重量 個数 

1 北海道 北海道立道民活動センター 〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 7丁目 8kg 1個 

2 青森県 青森県立図書館 集会室 〒030-0184 青森県青森市荒川藤戸 119-7 8kg 1個 

3 岩手県 岩手県民会館 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 13番 1号 8kg 1個 

4 宮城県 仙都会館 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-2-10  8kg 1個 

5 山形県 あこや会館 〒990-0023 山形県山形市松波 2丁目 8−1 8kg 1個 

6 福島県 福島県立聴覚支援学校 〒963-0201福島県郡山市大槻町字西ノ宮西 32番地 8kg 1個 

7 茨城県 茨城県立県民文化センター 〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保 697番地 8kg 1個 

8 栃木県 栃木県立聾学校 〒320-0072 栃木県宇都宮市若草２丁目３番４８号 8kg 1個 

9 群馬県 ベイシア文化ホール 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町 1-10-1 8kg 1個 

10 埼玉県 ＪＡ共済埼玉ビル 
〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地

JA共済埼玉ビル内 
8kg 1個 

11 千葉県 千葉県立千葉盲学校 〒284-0001 千葉県四街道市大日 468-1 8kg 1個 

12 東京都 ワイム貸し会議室四谷三丁目 〒160-0004 東京都新宿区四谷 3-12 丸正総本店ビル 6F 8kg 1個 

13 新潟県 
コープシティ花園 

「ガレッソホール」 
〒950-0086 新潟市中央区花園 1丁目 2番 2号 8kg 1個 

14 富山県 富山県民会館 〒930-0006 富山県富山市新総曲輪 4番 18号 8kg 1個 

15 石川県 石川県立ろう学校 〒921-8151 石川県金沢市窪６丁目２１８番地 8kg 1個 

16 福井県 福井県特別支援教育センター 〒910-0846 福井市四ツ井 2丁目 8番 1号 8kg 1個 

17 山梨県 
防災新館 

山梨県生涯学習推進センター 
〒400-8504 山梨県甲府市丸の内一丁目６－１ 8kg 1個 

18 長野県 長野ろう学校 〒380-0803 長野市三輪１丁目４番地９ 8kg 1個 

19 岐阜県 岐阜県立岐阜聾学校 〒500-8488 岐阜県岐阜市加納西丸町１丁目７４ 8kg 1個 

20 静岡県 
静岡県立静岡視覚 

特別支援学校 
〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金６丁目１−５ 8kg 1個 

21 愛知県 愛知県産業労働センター 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38 8kg 1個 

22 三重県 三重県立聾学校 〒514-0815 三重県津市藤方 ２３０４－２ 8kg 1個 

23 滋賀県 滋賀県立盲学校 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町８００ 8kg 1個 

24 京都府 京都府立聾学校 〒616-8092 京都府京都市右京区御室大内４ 8kg 1個 

25 大阪府 大阪府教育センター 別館 〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田４丁目 13-23 8kg 1個 

26 兵庫県 兵庫県学校厚生会館 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目７−３４ 8kg 1個 

27 奈良県 奈良県立教育研究所 分館 〒636-0343 奈良県磯城郡田原本町秦庄２２−１ 8kg 1個 

28 和歌山県 和歌山県民文化会館 〒640-8269 和歌山県和歌山市小松原通１丁目１ 8kg 1個 

29 島根県 島根県立男女共同参画ｾﾝﾀｰ 〒694-0064 島根県大田市大田町大田イ 236-4 8kg 1個 

30 岡山県 丸田産業株式会社 
〒700-0901 岡山市北区本町６番３６号第一ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ 

１号館５Ｆ 
8kg 1個 

31 広島県 RCC文化センター 〒730-0015 広島市中区橋本町 5-11 8kg 1個 

32 山口県 セントコア山口 〒753-0056 山口県山口市湯田温泉３丁目２−７ 8kg 1個 

33 徳島県 徳島県立徳島視覚支援学校 〒770-8063 徳島県徳島市南二軒屋町２丁目４−５５ 8kg 1個 

34 高知県 高知県立盲学校 〒780-0926 高知県高知市大膳町６−３２ 8kg 1個 

35 福岡県 福岡リーセントホテル 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 2丁目 52番 1号 8kg 1個 
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36 佐賀県 アバンセ 〒840-0815 佐賀県佐賀市天神３丁目２−１１ 8kg 1個 

37 長崎県 長崎県勤労福祉会館 〒850-0031 長崎県長崎市桜町９−６ 8kg 1個 

38 熊本県 熊本県立熊本聾学校 〒862-0901 熊本県熊本市東区東町３丁目１４−２ 8kg 1個 

39 大分県 大分県庁舎別館 〒870-0021 大分県大分市府内町 3-10-1 8kg 1個 

40 宮崎県 宮崎県庁防災庁舎 〒880-0805宮崎市橘通東１丁目９番１８号 8kg 1個 

41 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島聾学校 〒890-8686 鹿児島県鹿児島市下伊敷 1-52-27 8kg 1個 

42 沖縄県 沖縄県立沖縄ろう学校 〒901-2304 沖縄県中頭郡北中城村屋宜原４１５ 8kg 1個 

計 42   336kg 42個 
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第４号様式 

 

 

入    札    書 

 

 

   件  名  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所免許法認定通信 

教育単位認定試験における試験資材輸送業務 

 

 

 

入札金額  金           円也（税抜） 

     

 

  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発 

注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育

総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務」を請負うものとし

て、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

 

 

        令和３年８月４日 

 

      

    契約担当役 

        独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

理 事 長  宍 戸 和 成  殿 

 

 

 

 

                    競争加入者 

 

      住  所 

 

            氏   名                              印 
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【入札書記載例１：競争加入者本人が入札する場合】 

第４号様式 

 

入    札    書 

 

 

    件  名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所免許法認定通信 

教育単位認定試験における試験資材輸送業務 

 

 

入札金額 金           円也（税抜） 

     

 

  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発 

注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育

総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務」を請負うものとし

て、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

 

        令和３年８月４日 

 

      

    契約担当役 

        独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

理 事 長  宍 戸 和 成  殿 

 

 

                    競争加入者 

 

      住  所  ○○県○○市○○区○○1-1-1 

 

            氏   名  ○○株式会社  

                  代表取締役 ○○○○ 

 

 

  備 考 

   （１）競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を

記載すること。 

    （２）入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことが

あるため、入札書を複数枚持参すること。 

 

代表者 

印 
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【入札書記載例２：代理人が入札する場合】 

第４号様式 

入    札    書 

 

   件  名  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所免許法認定通信 

教育単位認定試験における試験資材輸送業務 

 

 

入札金額   金           円也（税抜） 

     

  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発 

注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育

総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務」を請負うものとし

て、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

        令和３年８月４日 

      

    契約担当役 

        独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

理 事 長  宍 戸 和 成  殿 

 

                    競争加入者 

 

      住  所  ○○県○○市○○区○○1-1-1 

 

            氏   名  ○○株式会社  

                  代表取締役 ○○○○ 

     

            代 理 人   ○○株式会社   

                     ○○支社長 

                      

                            ※委任状届出印 

  備 考                       

（１）競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を

記載すること。 

   （２）代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、

その名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理

人の氏名を記載し、かつ、押印（外国人の署名を含む。）すること。 

    （３）入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことが

あるため、入札書を複数枚持参すること。 

 

代理人印 
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【入札書記載例３：復代理人が入札する場合】 

第４号様式 

入    札    書 

 

   件  名   独立行政法人国立特別支援教育総合研究所免許法認定通信 

教育単位認定試験における試験資材輸送業務 

 

 

入札金額  金           円也（税抜） 

     

  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発 

注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育

総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務」を請負うものとし

て、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

        令和３年８月４日 

 

    契約担当役 

        独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

理 事 長  宍 戸 和 成  殿 

 

                    競争加入者 

 

      住  所  ○○県○○市○○区○○1-1-1 

 

            氏   名  ○○株式会社  

                  代表取締役 ○○○○ 

     

            復代理人   ○○株式会社   

                     ○○○○ 

                        

                         ※委任状届出印  

  備 考 

（１）競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を

記載すること。 

   （２）復代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、

その名称又は商号及び代表者の氏名）、復代理人であることの表示並びに当該復

代理人の氏名を記載し、かつ、押印（外国人の署名を含む。）すること。 

    （３）入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことが

あるため、入札書を複数枚持参すること。 

 

復代理人印 
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会社名【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

入札書別紙

①試験地別発送料・現地費用（往復）
試験会場所在地 予定数量（個） 単価（税抜） 金額（円）

北海道 2
北東北地方（青森県、秋田県、岩手県） 6
南東北地方（宮城県、山形県、福島県） 6
関東地方（東京都、埼玉県、茨城県、千葉県、栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県） 14
北陸地方（富山県、福井県、石川県） 6
信越地方（長野県、新潟県） 4
東海地方（静岡県、愛知県、岐阜県、三重県） 8
関西地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 12
中国地方（岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県） 10
四国地方（徳島県、香川県、高知県、愛媛県） 8
北九州地方（福岡県、佐賀県、大分県、長崎県） 8
南九州地方（熊本県、宮崎県、鹿児島県） 6
沖縄県 2

合計

②試験資材の引取及び納品
（試験前の国立特別支援教育総合研究所（以下、「研究所」）での試験資材の引取、試験後の研究所への試験資材の納品　など）

予定数量（回） 単価（税抜） 金額（円）
試験資材の引取及び納品 2
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入札書用の封筒について 記入参考例

表　面

件　　名

「入札書在中」

会社名

代表者名

裏　面

割印 割印

「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単
位認定試験における試験資材輸送業務委託」

入札日　　　令和３年８月４日
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委  任  状 

 

                                                                       年  月  日 

 

  独立行政法人 

   国立特別支援教育総合研究所  御中 

 

 

                             住    所 

       委任者（競争加入者） 社名又は商号 

                             代表者氏名               印 

 

 

 

      私は、                             を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

 

令和３年８月４日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特

別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務委託」の一般競争入

札に関する件 

 

 

 

                受任者（代理人）使用印鑑 

 

 

 

  備考 

  （１）代理人印欄は、代理人の使用する印鑑（外国人の署名を含む。）を押印すること。 

  （２）競争加入者の氏名欄は、法人の場合はその名称及び代表者の氏名を記載すること。
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  （委任状記載例１：社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合） 

 

委  任  状 

 

                                                                  ○○○○年○月○日 

   独立行政法人 

      国立特別支援教育総合研究所 御中 

 

                              住    所 横須賀市野比６４ 

       委任者（競争加入者）   社名又は商号  （株）横須賀国立商事 

 

 

 

                              代表者氏名    代表取締役 野比 伸太  

  代表者印 

 

 

        私は、野比 静 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 

 

 

 

記 

 

 

令和３年８月４日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特

別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務委託」の一般競争入

札に関する件 

 

 

 

               受任者（代理人）                        使用印鑑 

                  横須賀市野比６４ 

                  （株）横須賀国立商事  野比 静 

 

  野 

   比 
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委  任  状 

 

                                                                      年  月  日 

 

独立行政法人 

   国立特別支援教育総合研究所 御中 

 

                             住    所 

        委任者（競争加入者） 社名又は商号 

                             代表者氏名            印 

 

      私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との間におけ

る下記の一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

令和３年８月４日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特

別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務委託」の一般競争入

札に関する件 

 

 

 

 

              受任者（代理人）                     使用印鑑 

 

 

 

    委任事項     １ 入札及び見積りに関する件 

                      ２ 契約締結に関する件 

                      ３ 契約に関する納入（完了）及び取下げに関する件 

                      ４ 契約代金の請求及び受理に関する件 

                      ５ 復代理人の選任に関する件 

  備考 

  （１）代理人印欄は、代理人の使用する印鑑（外国人の署名を含む。）を押印すること。 

  （２）競争加入者の氏名欄は、法人の場合はその名称及び代表者の氏名を記載すること。
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 （委任状記載例２：支店長等が競争加入者の代理人となる場合） 

 

委  任  状 

 

                                                               ○○○○年○月○日 

   独立行政法人  

     国立特別支援教育総合研究所  御中 

 

                                   住    所    横須賀市野比６４ 

       委任者（競争加入者）        社名又は商号    （株）横須賀国立商事 

 

 

 

                                   代表者氏名      代表取締役  野比 伸太  

 代表者印 

          私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との間に

おける下記の一切の権限を委任します。 

      

 

記 

 

 

令和３年８月４日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特

別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務委託」の一般競争入

札に関する件 

 

 

           受任者（代理人）  横須賀市久里浜７９－９ 

                               （株）横須賀国立商事 久里浜支店 

                                     支店長  久里浜 英樹       使用印鑑 

 

 

 支店長印 

 

            委任事項 １．入札及び見積りに関する件 

                      ２．契約締結に関する件 

                      ３．契約に関する納入（完了）及び取下げに関する件 

                      ４．契約代金の請求及び受理に関する件 

                      ５．復代理人の選任に関する件 

 

   備  考 

         これは、参考例であり必要に応じ、適宜追加、修正等があっても差し支えないこと。 
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委  任  状 

 

                                                                         年  月  日 

      独立行政法人 

      国立特別支援教育総合研究所 御中 

 

                                        住    所 

         委任者（競争加入者の代理人）   社名又は商号 

                                        代表者氏名 

 

 

         私は、          を              の復代理人と定め 

       下記の一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

令和３年８月４日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特

別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務委託」の一般競争入

札に関する件 

 

 

 

 

         受任者（競争加入者の復代理人）使用印鑑 
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   （委任状記載例３：支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合） 

 

委  任  状 

 

                                                                ○○○○年○月○日 

    独立行政法人  

      国立特別支援教育総合研究所  御中 

 

                                     住    所 横須賀市久里浜７９－９ 

       委任者（競争加入者の代理人）  社名又は商号  （株）横須賀国立商事 久里浜支店 

 

 

 

                                     代表者氏名    支店長 久里浜 英樹  

 支店長印 

 

       私は、浦賀三郎 を（株）横須賀国立商事 代表取締役 野比 伸太（競争加入者）の復代 

      理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 

 

記 

 

令和３年８月４日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特

別支援教育総合研究所免許法認定通信教育単位認定試験における試験資材輸送業務委託」の一般競争入

札に関する件 

 

 

 

         受任者（競争加入者の復代理人）               使用印鑑 

                         横須賀市久里浜７９－９ 

                         （株）横須賀国立商事 久里浜支店 

 

   浦 

   賀 

                                             浦賀 三郎 

 

 

   備  考 

     （１）この場合、競争加入者からの代理委任状（復代理人の選任に関する委任が含まれて 

          いること。）が提出されていることが必要であること。（委任状記載例２を参照） 
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委任状参考資料

○競争加入者本人が入札 → 委任状必要なし

○社員等が競争加入者の代理人として入札 → 委任状〔委任状記載例１〕が必要

○支店長等が競争加入者の代理人として入札 → 委任状〔委任状記載例２〕が必要

○支店等の社員等が競争加入者の復代理人として入札

→ 委任状〔委任状記載例２、委任状記載例３〕が必要
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誓 約 書  

 

 当社（当法人）は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との取引に当たり、「独立行

政法人国立特別支援教育総合研究所会計規程」及び「独立行政法人国立特別支援教育総合研

究所会計細則」を遵守し、いかなる不正にも関与しないことを誓約します。 

 当社（当法人）に、上記規程等に反する行為があると認められた場合には、取引停止を含

むいかなる処分を講じられても異議はありません。 

 また、内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提供等の要請に協力するとと

もに、研究所の構成員から不正な行為の依頼等があった場合は直ちに通報します。 

 

令和  年  月  日 

独立行政法人 

国立特別支援教育総合研究所理事長  殿 

 

           （住所） 

           （社名又は法人名） 

           （代表者役職・氏名）                 印 

 

 

 

 

 

 

 

営業担当者名刺貼付箇所  
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